
仕様書番号 R6-23
作成年月日 令和 6年 4月 12日
作成部隊名 相馬原駐屯地業務隊管理科

工事名称 150A号 建物パニックハンドル交換

図面名称 表  紙

図面番号 ¬/′ 4縮 尺
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共 通 仕 様 書

1総 則

本仕様書は、陸上自衛隊相馬原駐屯地における諸工事について、共通的な必要事項を
規定する。

2 適用範囲

本仕様書は、該当工事に関連する事項のみ適用する。

3 軽微な変更

現場の納まり、取合せ等のための軽微な変更は、官側の指示により行う。この場合、

請負金額の増減または工期の延長はしない。また、施工に当たつて当然必要と思われる

事項は、官側の指示を受け受注者の責任において実施する。

4 工事材料

(1)工事材料はすべて新品とし、本仕様書に記載された製品又は同等品以上とする。
(2)材料は官側の検査を受け、合格したものを使用する。
(3)材料は日本工業規格 (JIS)等を標準とし、これらの規格のないものについては官側

の指示を受ける。

(4)材料置場等は、官側の指示した場所とする。

5 施工の検査
工事は、あらかじめ官側の指定した工程に達したときに検査を受け、合格後、次のエ

程に移る。

6 工事立会

(1)工事完成後、外部から目視できなくなる箇所は、官側に立会の有無を確認の上、施
工する。

(2)仕上げの色合等は、あらかじめ見本を官側へ提出し、承諾を得る。

7 、電気料の使用

に必要とする電気、水は、受注者側が負担する。

8 後片付け
工事終了に際しては、工事現場の後片付け及び、清掃を実施する。

9 発生材の処置
金属類については、発生材調書とともに監督官の指示を受け指定された場所に、整理

のうえ引き渡す。それ以外の物については、関係法令等に従い適切に処理し、マニフェ

ス トを監督官に提出する。

10 完了検査

受注者は、本仕様書の工事を完了した場合は、速やかに官側の完了検査を受けるもの

とする。なお、検査結果に不合格の箇所が生じた場合は、直ちに手直しを行い、再度検
査を受けるものとする。その際、手直しに関する契約工期の延長はしない。

工事現場の管理

工事現場への工事人、その他の出入りの管理、風紀衛生の取締り、火災、盗難、及

びその他事故防止については、受注者の責任でこれを管理する。
工事現場は、常に整理整頓及び清掃を行い安全管理に努める。
工事現場及びその周辺にある既設構造物に損傷を及ぼさないよう十分な防護を施す

こと。万―損傷を与えた場合は、請負者の負担において修復する。
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図面名称 共通仕様書 2

縮 尺 図面番号 3ノ/4
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(1)

(2)

安全管理
工事人は、安全管理に万全を期する。
工事場所又はその付近で作業を行うときは、表示又は見張人を置く等、安全確保

に努める。

現場代理人は、常駐とする。

提出書類

受注者は、契約後、速やかに官側の指示する書式に基づき必要書類を提出する。
現場代理人通知書

着工届

予定工程表
日誌

打合せ簿
工事材料搬入報告書

完成通知書

発生材調書

その他官側が指示したもの

(3)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

14 工事写真

受注者は、官側の指示に従い、工事材料、工事前・中・後、工事隠ぺいとなる箇所、
主要な工事段階の状況及び、その他監督官の指示した箇所の写真 (カ ラーサービス版 )

1部 を工程順に工事写真帳 (A4版 )に整理 し、官側に提出する。なお、工事材料は、
搬入の都度、本工事に係る全数量・規格が分かるように撮影すること。

15 疑 義

仕様書、設計図書等に明記なき事項又は、その内容において疑義が生じた場合は、
当該箇所の工事を一時中断し、官側の指示を受けた後、再開する。
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特 記 仕 様 書

1 工事場所  群馬県北群馬郡榛東村新井 1017-2 陸上自衛隊相馬原駐屯地
150A号 建物 3階

2 工事概要  パニックハンドル交換  1箇所
3 共通仕様
(1)適用基準

本工事は、特記仕様及び図面によるほか、以下の基準、その他関係諸法令及び
地方条例等に基づき施工する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
ア 公共建築工事標準仕様書   (建築工事編)  (最 新版 )

イ 公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編〉  (最 新版 )

ウ 公共建築設備工事標準図  (建築工事編)  (最 新版 )

(2)本工事に使用する材料等は、全て新品とし、本仕様書に記載された製品または
同等品以上とする。

4 特記事項

(1)建具工事

ア パニックハンドル仕様
.(ア)製 造元 UN10N
(イ )型 式 シングル ドア用PH77-10S―L ステンレスプレー ト付
(ウ)吊 元 左

(工)内 側 :サムターン 外側 :既存レバーハンドル

イ 設置扉

(ア)設 置場所 150A号 建物 3階
(イ )ス テール製 W910× H2,010

(ウ)ド アW寸法により、上記仕様に特注製作
(2)その他

ア 完了検査
工事完了後、検査官の検査を受け、提出書類の合格をもつて工事完了とする。

イ 現地確認

受注者は、工事着手前に必ず現地確認を行うこと。

ウ 施工保証

本工事における施工保証は、完了検査合格後 1年間とする。

図面名称 特記仕様書
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